
 保存版   緊急時における登下校対応マニュアル  

横浜市立中和田南小学校  令和８年４月１５日  

 状   況  対   応  すぐーる配信等  

 

 

 

登  

 

 

 

校  

 

 

 

前  

 

 

ア  午前６時の段階で  

「暴風警報」「大雪警報」  

「暴風雪警報」「特別警報」  

が、横浜市内（神奈川県全域ま

たは神奈川県東部）に継続して

発令中  

市立学校一斉  

臨時休校  

 

☆放課後キッズクラブ第１区分は臨時休業 

☆放課後キッズクラブ第２区分は、 

「特別警報」以外原則実施 

○「警報」にてご判断ください。   

※解説１  

 

○補足的にすぐーる配信を行う場合があ

ります。（基本的には配信しません。）  

イ 「暴風警報」等を伴わない  

強風、大雨等の悪天候の場合 

 

 

(原則)通常授業  

○保護者の方が「危険」と判断された場合は登校を見合

わせてください。 

※解説２  

○補足的にメール配信を行う場合があり

ます。（基本的には配信しません。）  

ウ  大地震発生  

横浜市域のいずれかで  

震度５強以上  

の地震が発生  

臨時休校  

○被害が少ないなど、学校が判断すれば、授業実施の場

合あり。 

○すぐーる配信は困難です。  

 

 

 

 

 

 

登  

 

 

 

 

 

校  

 

 

 

 

 

後  

 

 

 

 

エ  大地震発生  

横浜市域のいずれかで  

震度５強以上  

の地震が発生  

 

預かり・留め置き  

引き取り下校  

○大地震の「引き取り」の場合、保護者・親族のお迎えが

あるまで、学校にて預かり・留め置きします。 

☆放課後キッズクラブ参加児童は、学校と連携し、留め

置き・引き取り下校 

○すぐーる配信は困難ですが、情報発

信に努めます。  

※解説１  

 

 

 

 

 

オ  地震発生  

震度５弱以下だが、交通網の混乱

・停電などで帰宅が困難と判断さ

れる場合  

（メール配信により）  

留め置き・引き取り下校 

または 

方面別下校 

○風水害の「引き取り」の場合、保護者の方、または児童

票に記載された引き取り者の方のお迎えがあるまで、学

校にて留め置きします。 

○「方面別下校」の場合、可能な保護者の方は、

要所に立つ、出迎える等の支援をお願いしま

す。  

☆放課後キッズクラブ第１区分は臨時休業  

☆放課後キッズクラブ第２区分は、 

「特別警報」以外原則実施 

☆「特別警報」発令の場合、放課後キッズクラブ参加児童

は学校と連携し、留め置き・引き取り下校。 

☆学童は児童お迎え→引き渡し 

○すぐーる配信で、状況と対応をお伝え

するよう努めます。  

○対応の変更も逐次お伝えするよう努め

ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ  登校後天候悪化  

「暴風警報」「大雪警報」  

「暴風雪警報」「特別警報」等

が発令された場合  

キ  登校後天候悪化 

登校後や児童下校時に 

警報発令が予想される場合 

ク  その他の事件・事故等  

登

下

校

中  

ケ  登下校中に  

大地震発生  

（原則）  

登校中は学校へ来る 
下校中は家へ帰る 
○ただし、場所によっては、引き返したり、近隣の

施設へ一時避難したりするようにします。  

○すぐーる配信は困難ですが、情報発

信に努めます。  

○上記の災害時以外でも、臨時休校等の措置がとられる場合があります。すぐーる配信をご確認ください。  

○緊急時には電話が繋がりにくくなりますので、基本的に電話連絡は行っていません。必ず、全家庭のすぐーる配信

へのご加入をお願いします。  

○「緊急時における登下校対応マニュアル」について、日頃より各ご家庭でよく話し合っておいてください。  

○引き取り下校の場合、児童票に記載された親族の方以外の引き渡しはできませんのでご了承ください。  
 

※解説１  多くの学校のすぐーる一斉配信によるシステムダウンや地震等の災害による停電、職員の被災等ですぐーる配信が不可能また  

       は遅れることが予想されます。すぐーる配信の有無で判断しようとすると、警報等の悪天候の中、登校してしまう等の危険が生   

          じますのでまずはＴＶのデータ放送やラジオ、インターネット等の「警報」や「災害状況」の情報により、各ご家庭にてご判断くだ  

          さい。  

※解説２  ご家庭の判断で休んだり遅れたりする場合、欠席、遅刻とはなりません（この場合の欠席は「出席停止・忌引き等（ト）」になります）。た

だし、児童の安否確認のため、必ず学校への連絡はお願いします。 （すぐーるの欠席連絡を利用してください。）  

―  １７  ―  


